
 

                

 

令 和 ３ 年 ８ 月 １ ７ 日 

 

天塩川水系天塩川上流士別地区 

渇水調整協議会幹事会（第２回）を開催しました 
～農業用水の節水を継続～ 

 
 

 
 
 
 
節水の概要 

てしおがわ土地改良区（農業用水） 

   

  ８月１７日９：００までの節水率 約４７％ （約１４.７m3/s） 

８月１７日９：００～８月２４日１１：００までの取水を一時停止 

８月２４日１１：００からは節水を解除し取水（農業用水の取水期間の８月２９日まで実施） 

  

 ※岩尾内ダムに係る水利使用は、上記の節水調整が図られることで８月２４日以降は節水終了の見込

みです。節水終了は、改めてお知らせします。 

 ※「天塩川水系天塩川上流士別地区渇水調整協議会」構成団体 

    士別市、北海道企業局、てしおがわ土地改良区、旭川開発建設部 

 

 

 

 

８月１６日、「天塩川水系天塩川上流士別地区渇水調整協議会」幹事会（第２回）が開催され、

利水者間において協議した結果、てしおがわ土地改良区から農業用水の節水を一定期間更に増やす

旨の申し出があり、岩尾内ダムに係る水利使用について調整が図られましたのでお知らせします。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 

公物管理課 課長 椿  知宏(0166-32-2072 ダイヤルイン) 

治水課   課長 宝住 誓司(0166-32-4234 ダイヤルイン) 

旭川開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/as/ 

旭川開発建設部公式 Twitter アカウント @mlit_hkd_as 


